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○薩摩川内市市民表彰に関する規則  
平成１７年３月３１日  

規則第３１号  
（趣旨）  

第１条 この規則は、市勢の発展並びに市民の文化及び福祉の向上に貢献し、特

に功績顕著な者の表彰（以下「市民表彰」という。）について、必要な事項を

定めるものとする。  
（市民表彰の部門）  

第２条 市民表彰の部門は、次のとおりとする。  
地方自治  
教育文化  
社会福祉  
産業経済  
一般篤行  
（市民表彰の方法）  

第３条 市民表彰は、市民表彰状（様式第１号）及び表彰記章（様式第２号）を

授与して行うものとする。  
（市民表彰の時期）  

第４条 市民表彰は、市制施行を記念し１０月１２日に行うものとする。ただ

し、特別の理由があるときは、市長が別に定める日に行うことができる。  
（市民表彰の推薦）  

第５条 市内の公共的団体の長又は市長の事務部局の部長若しくは他の執行機関

若しくは議会事務局の長は、表彰するにふさわしいと認められる者があるとき

は、これを市長に推薦することができる。  
（表彰者の決定）  

第６条 市長は、前条の規定により推薦された者その他表彰するにふさわしいと

認められる者の中から、各部門別に選定して表彰者の決定を行う。  
（表彰者の公表及び登録）  

第７条 市長は、前条の規定により表彰者を決定した場合は、その氏名及び表彰

の理由を公表し、市民表彰者登録名簿（様式第３号）に登録するものとする。  
２ 表彰者が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、市民の尊

敬を得なくなったと認められるときは、市長は、市民表彰者登録名薄から削除

することができる。  
（その他）  

第８条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。  
附 則  

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。  
附 則（平成２３年３月２５日規則第１８号）  

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。  



2/3 

○薩摩川内市市民表彰実施要綱  
平成１７年３月３１日  

告示第１３７号  
（趣旨）  

第１条 この告示は、薩摩川内市市民表彰に関する規則（平成１７年薩摩川内市

規則第３１号。以下「規則」という。）第８条の規定に基づき、市民表彰の実

施について必要な事項を定めるものとする。  
（推薦及び選定の基準）  

第２条 規則第５条の表彰するにふさわしいと認められる者（以下「表彰候補

者」という。）の推薦の基準及び規則第６条の選定の基準は、次のとおりとす

る。  
（１） 地方自治功労者  
ア 薩摩川内市における地方自治の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者  
イ 消防及び防災業務の推進に貢献し、その功績が特に顕著な者  
ウ 納税、貯蓄の啓発及び普及に貢献し、その功績が特に顕著な者  
エ 選挙制度の健全な確立に貢献し、その功績が特に顕著な者  
オ その他本市地方自治の振興に貢献し、その功績が特に顕著な者  

（２） 教育文化功労者  
ア 学校教育等の振興に貢献し、その功績が特に顕著な者  
イ 社会教育等の振興に貢献し、その功績が特に顕著な者  
ウ 文化芸術、体育の振興等に貢献し、その功績が特に顕著な者  
エ その他本市教育文化振興に貢献し、その功績が特に顕著な者  

（３） 社会福祉功労者  
ア 社会福祉事業、援護事業等の向上に貢献し、その功績が特に顕著な者  
イ 労働福祉事業等の向上に貢献し、その功績が特に顕著な者  
ウ 公衆衛生の向上又は疾病の予防及び防疫事業の向上に貢献し、その功績

が特に顕著な者  
エ 医療事業の振興に貢献し、その功績が特に顕著な者  
オ 交通安全事業又は防犯事業に尽力し、その功績が特に顕著な者  
カ その他本市の社会福祉振興に貢献し、その功績が特に顕著な者  

（４） 産業経済功労者  
ア 農林水産、商業、工鉱業等の振興又は推進に貢献し、その功績が特に顕

著な者  
イ 運輸交通事業の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者  
ウ 土木建設事業の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者  
エ 観光事業の発展に貢献し、その功績が特に顕著な者  
オ その他本市産業の振興に貢献し、その功績が特に顕著な者  

（５） 一般篤行者  
市民の師表としてふさわしい篤行があり、世人一般が認める者  



3/3 

２ 表彰候補者は、前項の各部門ごとの各事項のいずれかに該当し、長年にわた

り功労のあった者とする。  
（推薦書類）  

第３条 市民表彰の推薦は、次の書類を提出しなければならない。  
（１） 市民表彰候補者推薦書（様式第１号）  
（２） 功績に関する調書（様式第２号）  
（３） 履歴書（様式第３号）  

２ 公共的団体の長が推薦するときは、市長が指定する日までに前項の書類を当

該表彰候補者について前条第１項の各部門ごとの事項に属する部又は他の執行

機関若しくは議会事務局（以下「部等」という。）の長に提出するものとす

る。  
３ 部等の長は、前項の規定により第１項の書類を受理したときは内容を審査

し、当該表彰候補者又は自ら推薦すべき表彰候補者について各表彰候補者ごと

に次の書類を添えて順位を付して未来政策部長を経由して市長に提出するもの

とする。  
（１） 戸籍抄本  
（２） その他参考資料  
（表彰者の決定）  

第４条 市長は、前条により推薦された者及び自ら選定した者を別に定める執行

会議又は政策会議の審議を経て、政策会議で表彰者を決定するものとする。  
（表彰者の公表及び登録）  

第５条 規則第７条の公表は、薩摩川内市が発行する広報紙に掲載して行うもの

とする。  
附 則  

この告示は、平成１７年４月１日から施行する。  
附 則（平成１８年４月１日告示第１６３号）  

この告示は、告示の日から施行する。  
附 則（平成２９年４月１日告示第２７４号）  

この告示は、告示の日から施行する。  
附 則（令和３年４月１９日告示第２８３号）  

この告示は、告示の日から施行する。  
附 則（令和３年１０月１日告示第５６８号）  

この告示は、告示の日から施行する。  
附 則（令和４年３月２８日告示第１４７号）  

この告示は、令和４年４月１日から施行する。  
 
 


